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（仮称）内野地区集会施設の設置及び指定管理者制度の導入について（意見聴取）

 新潟市区自治協議会条例（平成１８年条例第７４号）第７条第３項第２号の規定により、

下記事項について貴自治協議会に意見を求めます。

記

（仮称）内野地区集会施設の設置及び指定管理者制度の導入について

以上



（仮称）内野地区集会施設の設置及び指定管理者制度の導入について

１ 施設の目的

内野地区において不足している地域住民が気軽に集い交流する集会

施設を、耐震性能が低く機能が分散している西出張所・西地域保健福祉

センターとの複合施設として整備し、地域の賑わい創出を図る。

２ 施設概要

別紙のとおり

３ 指定管理者制度の導入と指定管理者の選定方針

「新潟市公の施設に係る指定管理者制度に関する指針」に基づき、

公の施設の管理に関し、各施設の設置目的、事業内容、施設規模、 

市民ニーズ等を勘案し、民間事業者等の能力を積極的に活用することに 

より、効果的・効率的な管理を行い、市民サービスの向上と施設管理 

経費の節減を図るため、指定管理者制度を導入するものとする。 

また、地域自治の振興などの目的のため、地元住民団体が管理運営 

することが効果的な施設として、指定管理者は非公募で選定するものと 

する。 



１ 事業概要

内野地区において不足している地域住民が気軽に集い交流する集会施設を、耐震性能が低

く機能が分散している西出張所・西地域保健福祉センターとの複合施設として整備し、地域

の賑わい創出を図ります。

２ 整備概要

建 設 地：新潟市西区内野 地内

敷地面積：約 2,700㎡
建物規模：鉄骨造４階建て 延床面積 約 3,100㎡
用  途：集会施設、出張所、保健福祉センター

主 要 室：（１F）行政事務室、会議室、交流スペース、学習室
（２F）健康相談室、診察室、歯科検診室、機能訓練室、保育室、和室
（３F）ホール、音楽室、軽運動室、研修室
（４F）機械室、電気室、倉庫

３ 事業スケジュール

平成 24～25年度  基本構想
平成 26年度    用地買収、基本・実施設計、地質調査
平成 27年度    工事着手
平成 28年度    工事竣工、供用開始
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